
保険調剤ニュース No.37 
長野県薬剤師会発行

平成 23年 3月 22日
 
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る 

一部負担金等の取扱いについて（その２） 
 
標記につきまして、日本薬剤師会より通知がありましたのでお知らせいたします。 

平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者の一部負担金等の取

扱いについては、過日平成 23 年 3 月 16 日付「保険調剤ニュース No.32」でお知らせいたと

ころですが、今般、対象者要件や取扱期間が一部改正されております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


